「郵送等による大阪府知事の建設業許可更新申請の事前チェックサービス」ＦＡＱ
Ｑ１　これまでどおり、受付窓口においても更新申請をできますか？
　Ａ１　受付窓口においても更新申請を行うことができます。
なお、このサービスを利用して頂いた場合でも、窓口業務の委託先業者からの事前チェックリストの返送後、本受付のため受付窓口へお越し頂く必要があります。
　Ｑ２　事前チェックの受付期間は、許可有効期限の3ヶ月前から30日前までとされていますが、30日前を経過した場合でも、このサービスを利用することができますか？
　Ａ２　利用できません。
　Ｑ３　郵送する場合には、書留又は簡易書留を利用することとされていますが、普通郵便や宅配便などの他の方法によって郵送することも可能ですか？
　Ａ３　郵便物の到着確認及び書類管理上の観点から、書留又は簡易書留に限らせて頂いております。
　Ｑ４　本受付に持参する書類はどのようなものですか？
　Ａ４　返送します事前チェックリストと、事前チェックリストに記載しております書類を持参して頂きます。具体的には、経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性等を確認する書類、決算変更届5期分、その他不備のあった書類などです。
　Ｑ５　事前チェックリストが返送される期間はどの程度ですか？
　Ａ５　事前チェックに必要な書類が到着した後、1週間以内に事前チェックリストを発送します。
　Ｑ６　返送された事前チェックリストを紛失した場合はどうすればよいですか？
　Ａ６　窓口業務の委託先業者（株式会社ネクストキャリア・電話06-4790-8879）がコピーを保管しておりますので、当該業者までお問合せください。
　Ｑ７　未完了の決算変更届がある場合、更新の申請書と一緒に決算変更届の正本と副本を提出することもできるとのことですが、決算変更届を郵送提出する場合は、正本と完了通知ハガキが必要ではないでしょうか？
　Ａ７　更新申請の事前チェックサービスと同時に決算変更届を提出される場合に限り、正本と副本の提出があれば、本受付時に副本をお返しする方法を採っております。また、決算変更届の正本と完了通知ハガキによる郵送提出の方法によっても受付します（郵送等による大阪府知事の建設業許可各種変更届の受付制度を参照してください。）。
　　　　なお、決算変更届は、決算終了後4か月以内に提出する必要がありますので、ご注意ください。
　Ｑ８　法人役員の変更など決算変更届以外の変更届についても、更新の申請書と一緒に正本と副本により提出することができますか？
　Ａ８　できません。決算変更届以外の変更届については、正本と完了通知ハガキによる郵送提出の方法によって受付します（郵送等による大阪府知事の建設業許可各種変更届の受付制度を参照してください。）。
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